
JP 5991686 B1 2016.9.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陰極と陽極との間に、少なくとも有機化合物からなる発光層を含む複数の発光ユニット
が電荷発生層を挟んで積層された構造を有し、前記複数の発光ユニットが発光することで
白色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
　赤色波長域に１つのピーク波長を有する赤色光を発する赤色燐光発光層と、緑色波長域
に１つのピーク波長を有する緑色光を発する緑色燐光発光層とからなる発光層を含む第１
の発光ユニットと、
　青色波長域に１つまたは２つのピーク波長を有する青色光を発する青色蛍光発光層から
なる発光層を含む第２の発光ユニットと、
　青色波長域に１つまたは２つのピーク波長を有する青色光を発する青色蛍光発光層から
なる発光層を含む第３の発光ユニットとを有し、
　前記第１の発光ユニットと前記第２の発光ユニットとが第１の電荷発生層を挟んで積層
され、前記第２の発光ユニットと前記第３の発光ユニットとが第２の電荷発生層を挟んで
積層され、
　前記陽極、前記第３の発光ユニット、前記第２の電荷発生層、前記第２の発光ユニット
、前記第１の電荷発生層、前記第１の発光ユニットおよび前記陰極がこの順に積層された
構造を有し、
　前記第１の発光ユニット、前記第２の発光ユニットおよび前記第３の発光ユニットが発
光することで得られる前記白色光が、少なくとも３８０ｎｍ～７８０ｎｍの波長域に亘っ
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て連続した発光スペクトルを有し、かつ、この発光スペクトルにおいて、５９０ｎｍ～６
４０ｎｍの赤色波長域に１つのピーク波長と、５００ｎｍ～５５０ｎｍの緑色波長域に１
つのピーク波長と、４４０ｎｍ～４９０ｎｍの青色波長域に１つまたは２つのピーク波長
と、を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。
【請求項２】
　５００ｎｍ～５２０ｎｍの青色波長域ないし緑色波長域に１つのボトム波長を有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
【請求項３】
　前記５００ｎｍ～５２０ｎｍの青色波長域ないし緑色波長域にある１つのボトム波長の
発光強度が、他の波長域にあるボトム波長の発光強度よりも低いことを特徴とする請求項
２に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
【請求項４】
　前記３８０ｎｍ～７８０ｎｍの波長域において、最も高い発光強度を有するピーク波長
の発光強度を（Ａ）、前記５００ｎｍ～５２０ｎｍの青色波長域ないし緑色波長域にある
１つのボトム波長の発光強度を（Ｂ）とした場合、前記（Ａ）に対する前記（Ｂ）の比率
（（Ｂ）／（Ａ））が０．５０以下であることを特徴とする請求項２または３に記載の有
機エレクトロルミネッセント素子。
【請求項５】
　前記赤色波長域および緑色波長域において、互いに隣接するピーク波長の間にある１つ
のボトム波長と、前記５００ｎｍ～５２０ｎｍの青色波長域ないし緑色波長域にある１つ
のボトム波長との間隔が５０ｎｍ以上であることを特徴とする請求項２～４のいずれか１
項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
【請求項６】
　前記白色光の発光色が、「ＪＩＳ　Ｚ　９１１２」に規定される色度範囲のうち、昼光
色（Ｄ）であり、かつ、前記白色光の平均演色評価数（Ｒａ）が、７０以上であることを
特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
【請求項７】
　前記電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物資とから構成される電気的絶縁層か
らなり、この電気的絶縁層の比抵抗が１．０×１０２Ω・ｃｍ以上であることを特徴とす
る請求項１～６のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
【請求項８】
　前記電気的絶縁層の比抵抗が１．０×１０５Ω・ｃｍ以上であることを特徴とする請求
項７に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
【請求項９】
　前記電荷発生層は、異なる物質の混合層からなり、その一成分が金属酸化物であり、こ
の金属酸化物が酸化還元反応による電荷移動錯体を形成しており、
　前記陰極と前記陽極との間に電圧を印加したときに、前記電荷移動錯体中の電荷が、そ
れぞれ前記陰極側および前記陽極側に向かって移動することにより、前記電荷発生層を挟
んで前記陰極側に位置する一の発光ユニットに正孔を注入し、前記電荷発生層を挟んで前
記陽極側に位置する他の発光ユニットに電子を注入することを特徴とする請求項１～６の
いずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
【請求項１０】
　前記電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物質との積層体からなり、
　前記陰極と前記陽極との間に電圧を印加したときに、前記電子受容性物質と前記電子供
与性物質との界面において、これら電子受容性物質と電子供与性物質との間での電子移動
を伴う反応により発生した電荷が、それぞれ前記陰極側および前記陽極側に向かって移動
することにより、前記電荷発生層を挟んで前記陰極側に位置する一の発光ユニットに正孔
を注入し、前記電荷発生層を挟んで前記陽極側に位置する他の発光ユニットに電子を注入
することを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセン
ト素子。



(3) JP 5991686 B1 2016.9.14

10

20

30

40

50

【請求項１１】
　前記電荷発生層は、下記式（１）で表わされる構造を有する化合物を含むことを特徴と
する請求項１～１０のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
【化１】

【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子を備えるこ
とを特徴とする照明装置。
【請求項１３】
　前記有機エレクトロルミネッセント素子の光取り出し面側に光学フィルムを備えること
を特徴とする請求項１２に記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記白色光の発光色が、「ＪＩＳ　Ｚ　９１１２」に規定される色度範囲のうち、昼光
色（Ｄ）、昼白色（Ｎ）、白色（Ｗ）のいずれかであり、かつ、前記白色光の平均演色評
価数（Ｒａ）が８０以上であることを特徴とする請求項１２または１３に記載の照明装置
。
【請求項１５】
　前記白色光における演色評価数のうち、Ｒ１３およびＲ１５がそれぞれ７０以上である
ことを特徴とする請求項１２～１４のいずれか１項に記載の照明装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセント（ＥＬ）素子および照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ素子は、対向する陰極と陽極との間に有機化合物からなる発光層を有する自己
発光型素子であり、陰極と陽極との間に電圧を印加したときに、陰極側から発光層に注入
された電子と、陽極側から発光層に注入された正孔（ホール）とが、発光層内で再結合す
ることによって生じた励起子（エキシトン）により発光する。
【０００３】
　イーストマンコダック社のＴａｎｇ等は、この有機ＥＬ素子の高効率化のため、キャリ
ア輸送性の異なる有機化合物を積層し、電子および正孔がそれぞれ陰極および陽極よりバ
ランス良く注入される構造とし、陰極と陽極との間に挟み込まれた有機層の層厚を２００
ｎｍ以下とすることで、１０Ｖ以下の印加電圧で１０００ｃｄ／ｍ２と外部量子効率１％
の実用化に十分な高輝度および高効率を得ることに成功した（例えば、非特許文献１参照
）。
【０００４】
　有機ＥＬ素子は、このようなＴａｎｇ等が示した素子構造を基礎として発展してきた。
　また、有機ＥＬ素子の素子構造としては、少なくとも１層以上の発光層を含む発光ユニ
ットを１つの単位とし、複数の発光ユニットの間に電気絶縁性の電荷発生層（ＣＧＬ）が
配置されたマルチフォトンエミッション（ＭＰＥ）構造の有機ＥＬ素子が開発されている
（例えば、特許文献１参照）。このＭＰＥ構造の有機ＥＬ素子では、陰極と陽極との間に
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電圧を印加したときに、電荷移動錯体中の電荷が、それぞれ陰極側および陽極側に向かっ
て移動することにより、電荷発生層を挟んで陰極側に位置する一の発光ユニットに正孔を
注入し、電荷発生層を挟んで陽極側に位置する他の発光ユニットに電子を注入する。これ
により、同じ電流量のまま複数の発光ユニットからの発光が同時に得られるため、発光ユ
ニットの個数倍相当の電流効率および外部量子効率を得ることが可能である。
【０００５】
　このタンデム構造の有機ＥＬ素子は、Ｔａｎｇ等の有機ＥＬ素子の構造では実現できな
かった、長寿命化や高輝度化、大面積での均一発光を可能とする技術として注目されてい
る。
【０００６】
　上述した有機ＥＬ素子は、高速度での発光の切り換えが可能であり、素子構造が簡単で
薄型化が可能であるなどの特性を有している。有機ＥＬ素子は、このような優れた特性を
活かして、例えば携帯電話や車載機器などの表示装置に応用されている。さらに、近年、
有機ＥＬ素子は、薄型面発光という特性を活かして、例えば、液晶ディスプレイのバック
ライトや一般照明等の照明装置としても注目されている。
【０００７】
　ところで、有機ＥＬ素子を照明装置に応用する場合は、高い色温度および演色性を有す
る白色光を得る必要がある。有機ＥＬ素子で白色光を得る方法としては、補色の関係にあ
る２色の発光材料、例えば、青色発光層と黄色発光層とが発する光を混色して白色を得る
方法や、赤色、青色、緑色の３つの発光層が発する光を混色して白色を得る方法等が挙げ
られる。
　その中でも、赤色、青色、緑色の３つの発光層が発する光を混色する方法が、演色性の
高い白色光を得るのに適している（例えば、特許文献２、３参照）。
【０００８】
　しかしながら、従来の有機ＥＬ素子では、高い色温度および演色性を得る観点から、赤
色、青色、緑色の３つの発光層が発光することで得られる白色光の発光スペクトルが必ず
しも十分に制御されたものとは言えなかった。すなわち、従来の有機ＥＬ素子は、照明装
置の光源として必ずしも充分な性能を有するものではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－２７２８６０号公報
【特許文献２】特開２００６－２８７１５４号公報
【特許文献３】特開２００９－２２４２７４号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．，５１，９１３（１９８７）．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、このような従来の事情に鑑みて提案されたものであり、色温度および演色性
が高く、かつ高輝度発光および長寿命駆動が可能な白色光を得ることによって、特に照明
装置の光源に用いて好適な有機エレクトロルミネッセント素子、および、そのような有機
エレクトロルミネッセント素子を備えた照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を提供する。
（１）陰極と陽極との間に、少なくとも有機化合物からなる発光層を含む複数の発光ユニ
ットが電荷発生層を挟んで積層された構造を有し、前記複数の発光ユニットが発光するこ
とで白色光が得られる有機エレクトロルミネッセント素子であって、
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　赤色波長域に１つのピーク波長を有する赤色光を発する赤色燐光発光層と、緑色波長域
に１つのピーク波長を有する緑色光を発する緑色燐光発光層とからなる発光層を含む第１
の発光ユニットと、
　青色波長域に１つまたは２つのピーク波長を有する青色光を発する青色蛍光発光層から
なる発光層を含む第２の発光ユニットと、
　青色波長域に１つまたは２つのピーク波長を有する青色光を発する青色蛍光発光層から
なる発光層を含む第３の発光ユニットとを有し、
　前記第１の発光ユニットと前記第２の発光ユニットとが第１の電荷発生層を挟んで積層
され、前記第２の発光ユニットと前記第３の発光ユニットとが第２の電荷発生層を挟んで
積層され、
　前記陽極、前記第３の発光ユニット、前記第２の電荷発生層、前記第２の発光ユニット
、前記第１の電荷発生層、前記第１の発光ユニットおよび前記陰極がこの順に積層された
構造を有し、
　前記第１の発光ユニット、前記第２の発光ユニットおよび前記第３の発光ユニットが発
光することで得られる前記白色光が、少なくとも３８０ｎｍ～７８０ｎｍの波長域に亘っ
て連続した発光スペクトルを有し、かつ、この発光スペクトルにおいて、５９０ｎｍ～６
４０ｎｍの赤色波長域に１つのピーク波長と、５００ｎｍ～５５０ｎｍの緑色波長域に１
つのピーク波長と、４４０ｎｍ～４９０ｎｍの青色波長域に１つまたは２つのピーク波長
と、を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。
（２）５００ｎｍ～５２０ｎｍの青色波長域ないし緑色波長域に１つのボトム波長を有す
ることを特徴とする前記（１）に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
（３）前記５００ｎｍ～５２０ｎｍの青色波長域ないし緑色波長域にある１つのボトム波
長の発光強度が、他の波長域にあるボトム波長の発光強度よりも低いことを特徴とする前
記（２）に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
（４）前記３８０ｎｍ～７８０ｎｍの波長域において、最も高い発光強度を有するピーク
波長の発光強度を（Ａ）、前記５００ｎｍ～５２０ｎｍの青色波長域ないし緑色波長域に
ある１つのボトム波長の発光強度を（Ｂ）とした場合、前記（Ａ）に対する前記（Ｂ）の
比率（（Ｂ）／（Ａ））が０．５０以下であることを特徴とする前記（２）または（３）
に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
（５）前記赤色波長域および緑色波長域において、互いに隣接するピーク波長の間にある
１つのボトム波長と、前記５００ｎｍ～５２０ｎｍの青色ないし緑色波長域にある１つの
ボトム波長との間隔が５０ｎｍ以上であることを特徴とする前記（２）～（４）のいずれ
か１項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
（６）前記白色光の発光色が、「ＪＩＳ　Ｚ　９１１２」に規定される色度範囲のうち、
昼光色（Ｄ）であり、かつ、前記白色光の平均演色評価数（Ｒａ）が、７０以上であるこ
とを特徴とする前記（１）～（５）のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセン
ト素子。
（７）前記電荷発生層は、電子受容性物質と電子供与性物資とから構成される電気的絶縁
層からなり、この電気的絶縁層の比抵抗が１．０×１０２Ω・ｃｍ以上であることを特徴
とする前記（１）～（６）のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
（８）前記電気的絶縁層の比抵抗が１．０×１０５Ω・ｃｍ以上であることを特徴とする
前記（７）に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
（９）前記電荷発生層は、異なる物質の混合層からなり、その一成分が金属酸化物であり
、この金属酸化物が酸化還元反応による電荷移動錯体を形成しており、
　前記陰極と前記陽極との間に電圧を印加したときに、前記電荷移動錯体中の電荷が、そ
れぞれ前記陰極側および前記陽極側に向かって移動することにより、前記電荷発生層を挟
んで前記陰極側に位置する一の発光ユニットに正孔を注入し、前記電荷発生層を挟んで前
記陽極側に位置する他の発光ユニットに電子を注入することを特徴とする前記（１）～（
６）のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子。
（１０）前記電荷発生層は、前記電子受容性物質と前記電子供与性物質との積層体からな
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り、
　前記陰極と前記陽極との間に電圧を印加したときに、前記電子受容性物質と前記電子供
与性物質との界面において、これら電子受容性物質と電子供与性物質との間での電子移動
を伴う反応により発生した電荷が、それぞれ前記陰極側および前記陽極側に向かって移動
することにより、前記電荷発生層を挟んで前記陰極側に位置する一の発光ユニットに正孔
を注入し、前記電荷発生層を挟んで前記陽極側に位置する他の発光ユニットに電子を注入
することを特徴とする前記（７）～（９）のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネ
ッセント素子。
（１１）前記電荷発生層は、下記式（１）で表わされる構造を有する化合物を含むことを
特徴とする前記（１）～（１０）のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセント
素子。
【化１】

（１２）前記（１）～（１１）のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセント素
子を備えることを特徴とする照明装置。
（１３）前記有機エレクトロルミネッセント素子の光取り出し面側に光学フィルムを備え
ることを特徴とする前記（１２）に記載の照明装置。
（１４）前記白色光の発光色が、「ＪＩＳ　Ｚ　９１１２」に規定される色度範囲のうち
、昼光色（Ｄ）、昼白色（Ｎ）、白色（Ｗ）の何れかであり、かつ、前記白色光の平均演
色評価数（Ｒａ）が８０以上であることを特徴とする前記（１２）または（１３）に記載
の照明装置。
（１５）前記白色光における演色評価数のうち、Ｒ１３およびＲ１５がそれぞれ７０以上
であることを特徴とする前記（１２）～（１４）のいずれか１項に記載の照明装置。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、色温度および演色性の高い白色光が得られる有機エレクトロルミネッ
セント素子、および、そのような有機エレクトロルミネッセント素子を備えた照明装置を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の有機ＥＬ素子の素子構造の一実施形態を示す概略断面図である。
【図２】本発明の有機ＥＬ素子の一実施形態により得られる白色光の発光スペクトルの一
例を示すグラフである。
【図３】実施例１の有機ＥＬ素子の素子構造を示す断面図である。
【図４】実施例１，３の有機ＥＬ素子の評価結果を示す図である。
【図５】実施例２の有機ＥＬ素子の素子構造を示す断面図である。
【図６】実施例２，４の有機ＥＬ素子の評価結果を示す図である。
【図７】実施例５の照明装置の素子構造を示す断面図である。
【図８】実施例５の照明装置の評価結果を示す図である。
【図９】実施例６の照明装置の素子構造を示す断面図である。
【図１０】実施例６の照明装置の評価結果を示す図である。
【図１１】実施例７の照明装置の素子構造を示す断面図である。
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【図１２】実施例７および比較例の照明装置の評価結果を示す図である。
【図１３】比較例の照明装置の素子構造を示す断面図である。
【図１４】実施例７および比較例の照明装置の寿命特性の評価結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の有機エレクトロルミネッセント（ＥＬ）素子および照明装置の実施の形態につ
いて、図面を参照して詳細に説明する。
　なお、以下の説明で用いる図面は、特徴をわかりやすくするために、便宜上特徴となる
部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率などが実際と同じであると
は限らない。また、以下の説明において例示される材料、寸法等は一例であって、本発明
はそれらに必ずしも限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲で適宜変更して
実施することが可能である。
【００１６】
［有機エレクトロルミネッセント素子（有機ＥＬ素子）］
　図１は、本発明の有機ＥＬ素子の素子構造の一実施形態を示す概略断面図である。
　図１に示すように、本実施形態の有機ＥＬ素子１０は、陰極１１と陽極１２との間に、
少なくとも有機化合物からなる発光層を含む複数の発光ユニット２１，２２，２３が電荷
発生層（ＣＧＬ）３１，３２を挟んで積層された構造を有し、複数の発光ユニット２１，
２２，２３が発光することで白色光が得られる有機ＥＬ素子である。
　本実施形態の有機ＥＬ素子１０は、第１の発光ユニット２１と、第２の発光ユニット２
２と、第３の発光ユニット２３と、を有する。
【００１７】
　第１の発光ユニット２１は、赤色波長域に１つのピーク波長を有する赤色光を発する赤
色燐光発光層と、緑色波長域に１つのピーク波長を有する緑色光を発する緑色燐光発光層
とからなる発光層を含む。
　第２の発光ユニット２２は、青色波長域に１つまたは２つのピーク波長を有する青色光
を発する青色蛍光発光層からなる発光層を含む。
　第３の発光ユニット２３は、青色波長域に１つまたは２つのピーク波長を有する青色光
を発する青色蛍光発光層からなる発光層を含む。
【００１８】
　第１の発光ユニット２１と第２の発光ユニット２２とが第１の電荷発生層３１を挟んで
積層されている。
　第２の発光ユニット２２と第３の発光ユニット２３とが第２の電荷発生層３２を挟んで
積層されている。
【００１９】
　本実施形態の有機ＥＬ素子１０は、陽極１２、第３の発光ユニット２３、第２の電荷発
生層３２、第２の発光ユニット２２、第１の電荷発生層３１、第１の発光ユニット２１お
よび陰極１１がこの順に積層された構造を有する。すなわち、本実施形態の有機ＥＬ素子
１０は、第１の発光ユニット２１、第２の発光ユニット２２および第３の発光ユニット２
３が、第１の電荷発生層３１と第２の電荷発生層３２を挟んで積層された構造（ＭＰＥ構
造）を有する。
【００２０】
　本実施形態の有機ＥＬ素子１０は、第１の発光ユニット２１、第２の発光ユニット２２
および第３の発光ユニット２３が発光することで得られる白色光が、少なくとも３８０ｎ
ｍ～７８０ｎｍの波長域に亘って連続した発光スペクトルを有する。また、本実施形態の
有機ＥＬ素子１０は、この発光スペクトルにおいて、５９０ｎｍ～６４０ｎｍの赤色波長
域に１つのピーク波長と、５００ｎｍ～５５０ｎｍの緑色波長域に１つのピーク波長と、
４４０ｎｍ～４９０ｎｍの青色波長域に１つまたは２つのピーク波長と、を有する。
【００２１】
　陰極１１としては、一般的に仕事関数の小さい金属またはその合金、金属酸化物等を用
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いることが好ましい。陰極１１を形成する金属としては、例えば、Ｌｉ等のアルカリ金属
、Ｍｇ、Ｃａ等のアルカリ土類金属、Ｅｕ等の希土類金属等の金属単体、または、これら
の金属とＡｌ、Ａｇ、Ｉｎ等を含む合金等が用いられる。
【００２２】
　また、陰極１１は、例えば、「特開平１０－２７０１７１号公報」や「特開２００１－
１０２１７５号公報」に開示されるように、陰極１１と有機層との界面に金属ドーピング
された有機層を用いた構成であってもよい。この場合、陰極１１の材料としては、導電性
材料が用いられ、その仕事関数等の性質は特に制限されない。
【００２３】
　また、陰極１１は、例えば、「特開平１１－２３３２６２号公報」や「特開２０００－
１８２７７４号公報」に開示されるように、陰極１１に接する有機層を、アルカリ金属イ
オン、アルカリ土類金属イオンおよび希土類金属イオンからなる群から選択される少なく
とも１種を含有する有機金属錯体化合物により構成されていてもよい。この場合、有機金
属錯体化合物中に含有される金属イオンを真空中で金属に還元し得る金属、例えば、Ａｌ
、Ｚｒ、Ｔｉ、Ｓｉ等の（熱還元性）金属、または、これらの金属を含有する合金を陰極
１１に用いることができる。これらの中でも、配線電極として一般に広く使用されている
Ａｌが、蒸着の容易さ、光反射率の高さ、化学的安定性等の観点から特に好ましい。
【００２４】
　陽極１２の材料としては、特に限定されず、この陽極１２側から光を取り出す場合には
、例えば、ＩＴＯ（インジウム・すず酸化物）、ＩＺＯ（インジウム・亜鉛酸化物）等の
透明導電材料が用いられる。
【００２５】
　また、陽極１２は、例えば、「特開２００２－３３２５６７号公報」に開示された手法
を用いて、有機膜に損傷のないようなスパッタリング法によってＩＴＯの成膜を行う場合
は、上記「特開平１０－２７０１７１号公報」に開示されている金属ドーピングされた有
機層を電子注入層に用いることで、上述したＩＴＯやＩＺＯ等の透明導電材料を陰極１１
に用いることもできる。
【００２６】
　したがって、陰極１１および陽極１２の両方を透明にして（第１の発光ユニット２１、
第２の発光ユニット２２、第３の発光ユニット２３や、第１の電荷発生層３１、第２の電
荷発生層３２も同様に透明であるから）、透明な有機ＥＬ素子１０を作製することが可能
である。また、一般的な有機ＥＬ素子の場合とは逆に、陽極１２を金属材料、陰極１１に
透明導電材料を用いることで、陰極１１側から光を取り出すことも可能である。また、成
膜順序に関しては必ずしも陽極１２側から始める必要はなく、陰極１１側から成膜を始め
てもよい。
【００２７】
　第１の発光ユニット２１、第２の発光ユニット２２および第３の発光ユニット２３は、
従来公知の有機ＥＬ素子１０と同様に種々の構造を採用することができ、少なくとも有機
化合物からなる発光層を含むものであれば、如何なる積層構造を有していてもよい。例え
ば、発光層の陰極１１側に、電子輸送層や電子注入層等を配置し、発光層の陽極１２側に
、正孔輸送層や正孔注入層等を配置してもよい。
【００２８】
　電子輸送層は、例えば、従来公知の電子輸送性物質からなる。本実施形態の有機ＥＬ素
子１０では、一般に有機ＥＬ素子に用いられる電子輸送性物質のなかでも、比較的深いＨ
ＯＭＯ（Ｈｉｇｈｅｓｔ　Ｏｃｃｕｐｉｅｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｏｒｂｉｔａｌ）準
位を有するものが好ましい。具体的には、少なくとも概ね６．０ｅＶ以上のＨＯＭＯ準位
を有する電子輸送性物質を用いることが好ましい。
【００２９】
　電子注入層は、陰極１１、または第１の電荷発生層３１および第２の電荷発生層３２の
少なくとも一方から電子の注入効率を向上させるために、陰極１１と電子輸送層との間、
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または第１の電荷発生層３１および第２の電荷発生層３２の少なくとも一方と陽極１２側
に位置する電子輸送層との間に挿入するものである。電子注入層の材料としては、一般的
に、電子輸送層と同様の性質を有する電子輸送性物質が用いられる。電子輸送層と電子注
入層をまとめて、電子輸送層と呼ぶこともある。
【００３０】
　正孔輸送層は、例えば、従来公知の正孔輸送性物質からなる。正孔輸送性物質としては
、特に限定されない。正孔輸送性物質としては、例えば、イオン化ポテンシャルが５．７
ｅＶより小さく、正孔輸送性、即ち電子供与性を有する有機化合物（電子供与性物質）を
用いることが好ましい。
【００３１】
　正孔注入層は、陽極１２、または第１の電荷発生層３１および第２の電荷発生層３２の
少なくとも一方から正孔の注入効率を向上させるために、陽極１２と正孔輸送層との間、
または第１の電荷発生層３１および第２の電荷発生層３２の少なくとも一方と陰極１１側
に位置する正孔輸送層との間に挿入するものである。正孔注入層の材料としては、一般的
に、正孔輸送層と同様の性質を有する電子供与性物質が用いられる。正孔輸送層と正孔注
入層をまとめて、正孔輸送層と呼ぶこともある。
【００３２】
　第１の発光ユニット３１に含まれる赤色燐光発光層と緑色燐光発光層は、有機化合物と
して、通常は主成分であるホスト材料と、少量成分であるゲスト材料とを含む。赤色の発
光および緑色の発光は、特にゲスト材料の性質に起因する。
【００３３】
　赤色燐光発光層および緑色燐光発光層のホスト材料としては、電子輸送性の材料、ホー
ル輸送性の材料、または両者を混合したもの等が用いられる。燐光発光層のホスト材料と
しては、具体的には、例えば、４,４’－ビスカルバゾリルビフェニル（ＣＢＰ）や、２,
９－ジメチル－４,７－ジフェニル－９,１０－フェナントロリン（ＢＣＰ）等が用いられ
る。
【００３４】
　ゲスト材料は、ドーパント材料とも呼ばれる。
　ゲスト材料に燐光発光を利用するものは、通常、燐光発光材料と呼ばれる。この燐光発
光材料で構成される発光層のことを燐光発光層と呼ぶ。
【００３５】
　燐光発光層では、電子と正孔の再結合により生じた７５％の三重項励起子に加え、一重
項励起子からのエネルギー移動により生成した２５％分の三重項励起子も利用できるため
、理論上は、１００％の内部量子効率が得られる。すなわち、電子と正孔の再結合により
生じた励起子が、発光層内で熱失活等を生じることなく光に変換される。実際に、イリジ
ウムや白金等の重原子を含む有機金属錯体では、素子構造の最適化等によって１００％に
近い内部量子効率を達成している。
【００３６】
　燐光発光層のゲスト材料としては、特に制限されるものではない。
　赤色燐光発光層のゲスト材料としては、例えば、Ｉｒ（ｐｉｑ）３やＩｒ（ｂｔｐｙ）

３ならびにＩｒ（ｂｔｐ）２ａｃａｃやＩｒ（２－ｐｈｑ）２ａｃａｃ等の赤色燐光発光
材料が用いられる。
　緑色燐光発光層のゲスト材料としては、例えば、Ｉｒ（ｐｐｙ）３等の緑色燐光発光材
料が用いられる。
【００３７】
　第２の発光ユニット２２に含まれる青色蛍光発光層、および、第３の発光ユニット２３
に含まれる青色蛍光発光層は、有機化合物として、通常は主成分であるホスト材料と、少
量成分であるゲスト材料とを含む。青色の発光は、特にゲスト材料の性質に起因する。
【００３８】
　青色蛍光発光層および青色蛍光発光層のホスト材料およびゲスト材料としては、例えば
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、「国際公開第２０１２／０５３２１６号公報」の段落［００５２］～［００６１］に記
載されている青色蛍光発光材料が用いられる。
　青色蛍光発光層および青色蛍光発光層のゲスト材料としては、例えば、スチリルアミン
化合物、フルオランテン化合物、アミノピレン化合物、ホウ素錯体等を用いることもでき
る。さらに、４,４’－ビス［４－（ジフェニルアミノ）スチリル］ビフェニル（ＢＤＡ
ＶＢｉ）や２,７－ビス｛２－［フェニル（ｍ－トリル）アミノ］－９,９－ジメチル－フ
ルオレン－７－イル｝－９,９－ジメチルフルオレン（ＭＤＰ３ＦＬ）等といった材料を
用いることができる。
【００３９】
　第１の発光ユニット２１、第２の発光ユニット２２および第３の発光ユニット２３を構
成する各層の成膜方法としては、例えば、真空蒸着法やスピンコート法等が用いられる。
【００４０】
　第１の電荷発生層３１および第２の電荷発生層３２は、電子受容性物質と電子供与性物
質とから構成される電気的絶縁層からなる。この電気的絶縁層の比抵抗は１．０×１０２

Ω・ｃｍ以上であることが好ましく、１．０×１０５Ω・ｃｍ以上であることがより好ま
しい。
【００４１】
　また、第１の電荷発生層３１および第２の電荷発生層３２は、異なる物質の混合層から
なり、その一成分が金属酸化物であり、この金属酸化物が酸化還元反応による電荷移動錯
体を形成しているものであってもよい。この場合、陰極１１と陽極１２との間に電圧を印
加したときに、電荷移動錯体中の電荷が、それぞれ陰極１１側および陽極１２側に向かっ
て移動することにより、第２の電荷発生層３２を挟んで陰極１１側に位置する第２の発光
ユニット２２と第１の電荷発生層３１を挟んで陰極１１側に位置する第１の発光ユニット
２１とに正孔を注入し、第２の電荷発生層３２を挟んで陽極１２側に位置する第３の発光
ユニット２３と第１の電荷発生層３１を挟んで陽極１２側に位置する第２の発光ユニット
２２に電子を注入する。第２の電荷発生層３２を挟んで陰極１１側に位置する一の発光ユ
ニット（第１の発光ユニット２１または第２の発光ユニット２２）に正孔を注入し、第２
の電荷発生層３２を挟んで陽極１２側に位置する他の発光ユニット（第３の発光ユニット
２３）に電子を注入する。これにより、同じ電流量のまま第１の発光ユニット２１、第２
の発光ユニット２２および第３の発光ユニット２３からの発光が同時に得られるため、第
１の発光ユニット２１、第２の発光ユニット２２および第３の発光ユニット２３の発光効
率を合算した電流効率および外部量子効率を得ることが可能である。
【００４２】
　第１の電荷発生層３１および第２の電荷発生層３２は、電子受容性物質と電子供与性物
質との積層体からなるものであってもよい。この場合も［００４１］に記載の効果と同様
の効果を得ることが可能である。
【００４３】
　第１の電荷発生層３１および第２の電荷発生層３２を構成する材料としては、例えば、
上記特許文献１に記載さていれる材料が用いられる。それらの中でも、段落［００１９］
～［００２１］に記載さていれる材料が好適に用いられる。また、第１の電荷発生層３１
および第２の電荷発生層３２を構成する材料としては、「国際公開２０１０／１１３４９
３号公報」の段落［００２３］～［００２６］に記載さていれる材料が用いられる。それ
らの中でも、特に、段落［００５９］に記載されている強電子受容性物質（ＨＡＴＣＮ６
）は、近年、第１の電荷発生層３１および第２の電荷発生層３２によく用いられる材料で
ある。
【００４４】
　第１の電荷発生層３１および第２の電荷発生層３２を構成する材料としては、下記式（
１）で表わされる構造を有する化合物が好ましい。なお、下記式（１）で表される構造に
おいて、Ｒにて記載された置換基がＣＮ（シアノ基）の場合、上述したＨＡＴＣＮ６に相
当する。
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【００４５】
【化２】

【００４６】
　図２は、本実施形態の有機ＥＬ素子１０により得られる白色光の発光スペクトルの一例
を示すグラフである。
　具体的に、有機ＥＬ素子１０により得られる白色光は、図２に示すように、いわゆる可
視光として、少なくとも３８０ｎｍ～７８０ｎｍの波長域に亘って連続した発光スペクト
ルＳを有している。
【００４７】
　発光スペクトルＳは、５９０ｎｍ～６４０ｎｍの赤色波長域Ｒに１つのピーク波長ｐ１

と、５００ｎｍ～５５０ｎｍの緑色波長域Ｇに１つのピーク波長ｐ２と、４４０ｎｍ～４
９０ｎｍの青色波長域Ｂに１つのピーク波長ｐ３もしくは２つのピーク波長ｐ３，ｐ４と
を有している。
【００４８】
　図２に示すように、５００ｎｍ～５２０ｎｍの青色波長域ないし緑色波長域において、
互いに隣接する２つのピーク波長ｐ２，ｐ３の間に、１つのボトム波長ｂ１を有すること
が好ましい。
　これにより、視感度の高いピーク波長ｐ２と短波長成分が含まれるピーク波長ｐ３の発
光強度の比を好適に制御することで、高輝度発光と高演色性を両立することが可能となる
。
【００４９】
　また、図２に示すように、５００ｎｍ～５２０ｎｍの青色波長域ないし緑色波長域にあ
る１つのボトム波長ｂ１の発光強度が、他の波長域（緑色波長域ないし赤色波長域、青色
波長域）にあるボトム波長ｂ２、ｂ３の発光強度よりも低いことが好ましい。
　これにより、ボトム波長ｂ２を形成するピーク波長ｐ１ないしｐ２の発光強度比および
ボトム波長ｂ３を形成するピーク波長ｐ３ないしｐ４の発光強度比をそれぞれ適正にする
ことで、照明に適した白色光の色温度を確保することができる。
【００５０】
　例えば、３８０ｎｍ～７８０ｎｍの波長域において、最も高い発光強度を有するピーク
波長（図２ではピーク波長ｐ４）、の発光強度を（Ａ）、５００ｎｍ～５２０ｎｍの青色
波長域ないし緑色波長域にある１つのボトム波長ｂ１の発光強度を（Ｂ）とした場合、（
Ａ）に対する（Ｂ）の比率（（Ｂ）／（Ａ））が０．５０以下であることが好ましい。こ
れにより、高輝度発光と高演色性を両立することが可能となり、照明に適した白色光の色
温度を確保することができる。
【００５１】
　また、赤色波長域および緑色波長域において、互いに隣接するピーク波長ｐ１、ｐ２の
間にある１つのボトム波長ｂ１と、５００ｎｍ～５２０ｎｍの青色波長域ないし緑色波長
域にある１つのボトム波長ｂ２との間隔が５０ｎｍ以上であることが好ましく、６０ｎｍ
以上であることがより好ましい。
　これにより、青色波長域のピーク波長ｐ３と、赤色波長域のピーク波長ｐ１および緑色
波長域のピーク波長ｐ２が近付き過ぎることに起因する演色性の低下を防ぐことができる



(12) JP 5991686 B1 2016.9.14

10

20

30

40

50

。
【００５２】
　また、青色蛍光発光層が発する青色光は、高色温度および演色性の高い白色光を得るた
めには重要な因子である。具体的には、４４０ｎｍ～４９０ｎｍの青色波長域に１つのピ
ーク波長ｐ３もしくは２つのピーク波長ｐ３，ｐ４のいずれかを有していることが好まし
い。
【００５３】
　これにより、本実施形態の有機ＥＬ素子１０は、色温度および演色性の高い白色光を得
ることができる。具体的に、本実施形態の有機ＥＬ素子１０では、「ＪＩＳ Ｚ ９１１２
」に規定される色度範囲のうち、昼光色（Ｄ）、昼白色（Ｎ）、白色（Ｗ）のいずれかの
光色に該当する白色光を得ることができる。また、本実施形態の有機ＥＬ素子１０では、
平均演色評価数（Ｒａ）が好ましくは７０以上、より好ましくは８０以上となる白色光を
得ることができる。
【００５４】
　本実施形態の有機ＥＬ素子１０は、このような高い色温度および演色性を有した白色光
が得られるため、例えば、液晶ディスプレイのバックライトや一般照明等の照明装置の光
源として好適に用いられる。すなわち、本実施形態の有機ＥＬ素子１０を備える照明装置
では、色温度および演色性の高い白色光による照明が可能である。また、本実施形態の有
機ＥＬ素子１０は、照明装置の光源に限定されることなく、様々な用途に用いることがで
きる。
【００５５】
［照明装置］
　本実施形態の照明装置は、上述の本実施形態の有機ＥＬ素子１０を備える。
【００５６】
　本実施形態の照明装置は、上述の本実施形態の有機ＥＬ素子１０の光取り出し面側に、
演色性を向上させるための光学フィルムを備えた構成とすることもできる。
【００５７】
　通常、演色性は、平均演色評価数（Ｒａ）で評価されることが多く、この平均演色評価
数（Ｒａ）は、８種類の演色評価数（Ｒ１～Ｒ８）の平均値で表されるものである。また
、それ以外にも、赤色の色再現性を評価するＲ９や、西洋人の肌の色の再現性を評価する
Ｒ１３、日本人の肌の色の再現性を評価するＲ１５などの７種類の演色評価数がある。
【００５８】
　本実施形態の照明装置で用いられる光学フィルムは、上述の発光スペクトルＳのうち、
５４０ｎｍ～５８０ｎｍの波長域に現れる窪み（ボトム波長ｂ２）をカバーし、演色性を
維持しながら、色温度や偏差の改善を図るためのものである。
【００５９】
　また、一般的に、有機ＥＬ素子は、空気よりも屈折率の高い（屈折率１．６～２．１程
度）発光層の内部で発光し、この発光層が発する光のうち１５％～２０％程度の光しか取
り出せないと言われている。これは、臨界角以上の角度で界面に入射する光は全反射を起
こし、素子外部に取り出すことができないことや、透明電極ないし発光層と透明基板との
間で光が全反射を起こし、光が透明電極ないし発光層を導波し、結果として光が素子側面
方向に逃げるためである。
【００６０】
　この光の取り出しの効率を向上させる手法としては、例えば、次のような手法が挙げら
れる。透明基板の表面に凹凸を形成し、透明基板と空気界面での全反射を防ぐ方法（例え
ば、「米国特許第４，７７４，４３５号明細書」を参照。）。基板に集光性を持たせるこ
とにより効率を向上させる方法（例えば、「特開昭６３－３１４７９５号公報」を参照。
）。素子の側面等に反射面を形成する方法（例えば、「特開平１－２２０３９４号公報」
を参照。）。基板と発光体の間に中間の屈折率を持つ平坦層を導入し、反射防止膜を形成
する方法（例えば、「特開昭６２－１７２６９１号公報」を参照。）。基板と発光体の間
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に基板よりも低屈折率を持つ平坦層を導入する方法（例えば、「特開２００１－２０２８
２７号公報」を参照。）。基板、透明電極層や発光層のいずれかの層間（含む、基板と外
界間）に回折格子を形成する方法（例えば、「特開平１１－２８３７５１号公報」を参照
。）。
【００６１】
　なお、照明装置では、上述した演色性の向上を図るために、上記光学フィルムの表面に
さらにマイクロレンズアレイ等を設けた構造としたり、集光シートと組み合わせることに
より、特定方向、例えば、素子発光面に対し正面方向に集光することにより、特定方向上
の輝度を高めたりすることが可能である。さらに、有機ＥＬ素子からの光放射角を制御す
るために、光拡散フィルムを集光シートと併用してもよい。このような光拡散フィルムと
しては、例えば、きもと社製の光拡散フィルム（ライトアップ）等が用いられる。
【００６２】
　本実施形態の照明装置は、色温度および演色性の高い白色光を得ることができる。具体
的に、本実施形態の照明装置では、「ＪＩＳ Ｚ ９１１２」に規定される色度範囲のうち
、昼光色（Ｄ）、昼白色（Ｎ）、白色（Ｗ）のいずれかの光色に該当する白色光を得るこ
とができる。また、本実施形態の照明装置では、平均演色評価数（Ｒａ）が好ましくは８
０以上、より好ましくは８５以上となる白色光を得ることができる。
【００６３】
　本実施形態の照明装置は、白色光における演色評価数のうち、Ｒ１３およびＲ１５がそ
れぞれ７０以上であることが好ましく、８０以上であることがより好ましい。
【００６４】
　なお、本発明は、上述の実施形態のものに必ずしも限定されるものではなく、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
　具体的に、本実施形態の有機ＥＬ素子は、上述の図２に示す色温度および演色性の高い
発光スペクトルＳを有する白色光を得るための素子構造として、上述の図１に示す素子構
造を好適に採用するものであるが、このような素子構造に必ずしも制限されるものではな
い。すなわち、本実施形態の有機ＥＬ素子の素子構造としては、上述の図２に示すような
色温度および演色性の高い発光スペクトルＳを有する白色光が得られるものであればよく
、それに合わせて様々な素子構造や材料等を採用することが可能である。
【実施例】
【００６５】
　以下、実施例により本発明の効果をより明らかなものとする。
　なお、本発明は、以下の実施例に限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲
で適宜変更して実施することができる。
【００６６】
（実施例１）
「有機ＥＬ素子の作製」
　実施例１では、図３に示す素子構造を有する有機ＥＬ素子を作製した。
　具体的には、先ず、厚み１００ｎｍ、幅２ｍｍ、シート抵抗約２０Ω／□のＩＴＯ膜が
成膜された、厚さ０．７ｍｍのソーダライムガラス基板を用意した。
　そして、この基板を、中性洗剤、イオン交換水、アセトン、イソプロピルアルコールで
各５分間の超音波洗浄した後、スピン乾燥し、さらにＵＶ／Ｏ３処理を施した。
【００６７】
　次に、真空蒸着装置内の蒸着用るつぼ（タンタル製またはアルミナ製）の各々に、図３
に示す各層の構成材料を充填した。そして、上記基板を真空蒸着装置にセットし、真空度
１×１０－４Ｐａ以下の減圧雰囲気下で、蒸着用るつぼに通電して加熱し、各層を蒸着速
度０．１ｎｍ／秒で所定の膜厚に蒸着した。また、発光層等２つ以上の材料からなる層は
、所定の混合比で形成されるように、蒸着用るつぼに通電を行い共蒸着した。
　また、陰極を蒸着速度１ｎｍ／秒で所定の膜厚に蒸着した。
【００６８】
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「有機ＥＬ素子の評価」
　以上のようにして作製した実施例１の有機ＥＬ素子に、電源（ＫＥＩＴＨＬＥＹ２４２
５）を接続し、３ｍＡ／ｃｍ２の定電流を通電することで、実施例１の有機ＥＬ素子を発
光させた。このとき、有機ＥＬ素子から正面方向に向けて発せられた光の発光スペクトル
を、マルチチャネルアナライザー（商品名：ＰＭＡ－１１、浜松ホトニクス社製）により
測定した。
【００６９】
　そして、この測定結果に基づき、発光色をＣＩＥ表色系の色度座標で評価した。また、
この色度座標に基づいて、発光色を「ＪＩＳ Ｚ ９１１２」に規定される光源色に区分し
た。また、「ＪＩＳ Ｚ ８７２５」の規定に基づき、黒体軌跡からの偏差ｄｕｖを導出し
た。さらに、発光色の平均演色評価数（Ｒａ）を、「ＪＩＳ Ｚ ８７２６」に規定される
方法によって導出した。これらをまとめた評価結果を図４に示す。
【００７０】
（実施例２）
　実施例１と同様の作製方法を用いて、図５に示す素子構造を有する実施例２の有機ＥＬ
素子を作製した。
　そして、実施例２の有機ＥＬ素子を、実施例１と同様の方法で評価した。その評価結果
を図６に示す。
【００７１】
　図４，６に示すように、実施例１、２の有機ＥＬ素子では、何れも色温度および演色性
の高い白色光が得られた。したがって、このような本発明の有機ＥＬ素子を備える照明装
置では、色温度および演色性の高い白色光による照明が可能であることが明らかとなった
。
【００７２】
（実施例３）
　上記実施例１の有機ＥＬ素子の光取り出し面（陽極）側に、光学フィルムを貼付した照
明装置を作製した。
　そして、実施例３の照明装置を、実施例１と同様の方法で評価した。その評価結果を図
４に示す。
【００７３】
（実施例４）
　上記実施例２の有機ＥＬ素子の光取り出し面（陽極）側に、光学フィルムを貼付した照
明装置を作製した。
　そして、実施例４の照明装置を、実施例１と同様の方法で評価した。その評価結果を図
６に示す。
【００７４】
　図４、６に示すように、実施例３，４の照明装置では、有機ＥＬ素子の光取り出し面（
陽極）側に光学フィルムを貼付することによって、光学フィルムを貼付しなかった場合（
図中の破線で示す。）と比較して、その形状が変化していることがわかる。特に、緑色波
長域ないし赤色波長域に現れる２つのピーク波長の発光強度が相対的に強くなっているこ
とが分かった。
【００７５】
　これにより、実施例３の照明装置では、Ｒａが８２となり、また、実施例４の照明装置
では、Ｒａが８２となり、何れにおいても、非常に優れた演色性が得られた。
【００７６】
（実施例５）
　実施例１と同様の作製方法を用いて、図７に示す素子構造を有する実施例５の照明装置
を作製した。
　そして、実施例５の照明装置を、実施例１と同様の方法で評価した。その評価結果を図
８に示す。
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【００７７】
（実施例６）
　実施例１と同様の作製方法を用いて、図９に示す素子構造を有する実施例６の照明装置
を作製した。
　そして、実施例６の照明装置を、実施例１と同様の方法で評価した。その評価結果を図
１０に示す。
【００７８】
　図８，１０に示すように、実施例５，６の照明装置では、何れも色温度および演色性の
高い白色光が得られた。したがって、このような本発明の有機ＥＬ素子を備える照明装置
では、色温度および演色性の高い白色光による照明が可能であることが明らかとなった。
【００７９】
（実施例７）
　実施例１と同様の作製方法を用いて、図１１に示す素子構造を有する実施例７の照明装
置を作製した。
　そして、実施例７の照明装置を、実施例１と同様の方法で評価した。その評価結果を図
１２に示す。
【００８０】
（比較例）
　実施例１と同様の作製方法を用いて、図１３に示す素子構造を有する比較例の照明装置
を作製した。
　そして、比較例の照明装置を、実施例１と同様の方法で評価した。その評価結果を図１
２に示す。
【００８１】
［実施例７および比較例の照明装置の評価］
　実施例７および比較例の照明装置の輝度を測定した。結果を表１に示す。なお、表１に
おいて、実施例７の照明装置の輝度は、比較例の照明装置の輝度を基準とする相対値であ
る。
　実施例７および比較例の照明装置の相関色温度（Ｋ）を測定した。結果を表１に示す。
　実施例７および比較例の照明装置の発光色を測定した。結果を表１に示す。
　実施例７および比較例の照明装置のｘｙ色度座標を測定した。結果を表１に示す。
　実施例７および比較例の照明装置に、電源（ＫＥＩＴＨＬＥＹ２４２５）を接続し、３
ｍＡ／ｃｍ２の定電流を通電することで、実施例７および比較例の照明装置を発光させた
。このとき、照明装置から正面方向に向けて発せられた光の発光スペクトルを、マルチチ
ャネルアナライザー（商品名：ＰＭＡ－１１、浜松ホトニクス社製）により測定した。そ
して、この測定結果から、「ＪＩＳ Ｚ ８７２５」の規定に基づき、黒体軌跡からの偏差
ｄｕｖを導出した。さらに、発光色の平均演色評価数（Ｒａ）を、「ＪＩＳ Ｚ ８７２６
」に規定される方法によって導出した。結果を表１に示す。
【００８２】
［実施例７および比較例の照明装置の寿命特性の評価］
 実施例７および比較例の照明装置に電源制御ユニット（商品名：ＰＥＬ－１００ＴＢ、
イーエッチシー社製）を接続し、１０ｍＡ／ｃｍ２および２０ｍＡ／ｃｍ２の定電流を通
電することで、照明装置の寿命加速試験を行った。
　このとき、照明装置から正面方向に向けて発せられた光の輝度および発光スペクトルを
、所定の経過時間に応じて分光放射輝度計（商品名：ＳＲ－３ＡＲ、トプコンテクノハウ
ス社製）による輝度値の測定を行い、経過時間ごとの輝度の減衰率を算出した。
　上記の加速試験により得られた輝度減衰率のデータは、比較例および実施例にて必要と
なる所定の輝度よりも高い値であるため、電流密度１０ｍＡ／ｃｍ２駆動時の寿命をα、
電流密度２０ｍＡ／ｃｍ２駆動時の寿命をβとした際に、以下の式により加速係数Ｂを算
出した。
　（α／β）＝（２０÷１０）Ｂ
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　その後、比較例および実施例７にて所定の輝度を得るために必要となる電流密度Ｘおよ
びＹを算出し、以下の累乗関数によって当該輝度における寿命推定カーブを作成した。結
果を図１４に示す。
　α×（１０／Ｘ）Ｂ・・・比較例の推定寿命
　α×（１０／Ｙ）Ｂ・・・実施例７の推定寿命
【００８３】
【表１】

【００８４】
　図１２および表１に示すように、実施例７の照明装置は、高色温度でかつ演色性の高い
白色光が得られた。したがって、このような本発明の有機ＥＬ素子を備える照明装置では
、色温度および演色性の高い白色光による照明が可能であることが明らかとなった。
　また、図１４の結果から、実施例７の照明装置は、比較例の照明装置に対して１．６０
倍の輝度にも関わらず、比較例の照明装置とほぼ同等の輝度寿命を得ることができること
が分かった。すなわち、実施例７の照明装置は、高色温度および高演色を達成しながら、
高輝度かつ長寿命発光を実現することができる。
【符号の説明】
【００８５】
１０・・・有機エレクトロルミネッセント素子（有機ＥＬ素子）、１１・・・陰極、１２
・・・陽極、２１・・・第１の発光ユニット、２２・・・第２の発光ユニット、２３・・
・第３の発光ユニット、３１・・・第１の電荷発生層、３２・・・第２の電荷発生層。

【要約】
【課題】色温度および演色性の高い白色光を得ることによって、特に照明装置の光源に用
いて好適な有機ＥＬ素子および照明装置を提供する。
【解決手段】赤色燐光発光層と緑色燐光発光層を含む第１の発光ユニット２１と、青色蛍
光発光層を含む第２の発光ユニット２２と、青色蛍光発光層を含む第３の発光ユニット２
３と、を有し、陽極１２、第３の発光ユニット２３、第２の電荷発生層３２、第２の発光
ユニット２２、第１の電荷発生層３１、第１の発光ユニット２１および陰極１１がこの順
に積層された構造を有し、第１の発光ユニット２１、第２の発光ユニット２２および第３
の発光ユニット２３が発光することで得られる白色光が、５９０ｎｍ～６４０ｎｍの赤色
波長域に１つのピーク波長と、５００ｎｍ～５５０ｎｍの緑色波長域に１つのピーク波長
と、４４０ｎｍ～４９０ｎｍの青色波長域に１つまたは２つのピーク波長と、を有する有
機ＥＬ素子１０。
【選択図】図１
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【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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